
対象者　令和８年２月１日時点で、大野町に住民登録がある人
※��使用できる店舗は「まるっとおおの応援券」の配布時に同封にてご
案内いたします。

※�応援券は発送準備が整い次第、世帯主様宛てに順次“ゆうパック”
にて発送します。（４月～５月中にはお手元に届く予定です。）

� 問合せ先  まちづくり推進課　☎ ３５-５３74

　大野町内に住所のあるすべての人に
お１人５, ０００円分の応援券を配布します。
使用期間および有効期限：令和８年６月１日～１１月３０日

申請不要

　町では、食料品などの物価高騰による家計への負担を軽減するため「まるっとおおの
応援券」として大野町商工会の商品券（５００ 円券×１０ 枚）を配布します。

　不在の場合は不在連絡票を投函しま
す。保管期限内に郵便局でお受け取りい
ただくか、再配達の依頼によってお受け
取りください。配送について詳しくは不
在連絡票をご覧ください。

注
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※�この事業は、国の物価高騰対応重点支援
地方創生臨時交付金を活用しています。

https://www.gifushoko.or.jp/oono/


町指定ごみ袋等の無料引換券を配布します。
有効期限：令和８年５月１日～１０月３１日

対 象 者	 令和８年２月１日時点で、大野町に住民登録がある世帯
配布内容	 １世帯につき２, ０００円分（１, ０００円券×２枚）
引換対象	 町指定の生ごみ収集袋（大 ･中 ･小）、
	 �粗大ごみ収集袋（可燃用・不燃用）、粗大ごみ収集シール
	 �（引換券１枚で１, ０００円分のごみ袋 ･粗大ごみシールと

引換できます）
	�「まるっとおおの応援券」の ゆうパックに同封 して郵送し
ます。
	引換券に記載の店舗に持参してお受け取りください。

� 問合せ先  環境生活課　☎ ３５-５３72

申請不要

※上記の事業内容は現時点のものであり、一部変更となる場合がございます。
　詳細については、今後チラシやホームページであらためて周知します。

対 象 者	� 大野町内で上水道を給水しているすべての世帯および事業者
	 町が管理している施設、官公署用の施設を除く
免除期間	 令和８年３月請求分～令和８年５月請求分（３か月間）
	 （令和８年２月検針分～令和８年４月検針分）
免除方法	 上水道料金の請求から基本料金を差し引きます。

	超過料金およびメーター使用料は免除対象外です。
	�※�各月のお知らせ票に記載されている請求予定額には、基
本料金を免除した金額が記載されております。

� 問合せ先  建設課　☎ ３５-５３76

上水道基本料金を３か月間免除します。

申請不要
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